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令和７年度 越谷市社会福祉施設等指導監査実施計画 
 

令 和 ７ 年 ４ 月 
越谷市福祉部福祉総務課 

 
越谷市が所管する社会福祉法人並びに社会福祉施設及びサービス事業所の適

正な運営確保を目的とした指導監査を実施するための計画を次のとおり定める。 
 

 

１ 実施方針 
（１）利用者の立場に立った指導監査 
  利用者に安心かつ安全なサービスが提供されるよう、社会福祉施設及びサ

ービス事業所の運営管理について適切な支援を行う。 
（２）効率的・効果的な指導 

指導の効率化及び指導時の文書削減を図りつつ、サービスの質の確保・向上

（よりよいケアの実現）、利用者の保護、不適正事案等の防止に効果的な実地

指導を行う。 
（３）改善の徹底、機動的な監査 

指導事項の改善が確認できない場合は、必要に応じて責任者の呼び出し、連

続した指導・監査などの措置を講じ改善の徹底を図る。また、苦情・通報、事

故報告等により、著しい運営基準違反及び給付費の不正請求等が疑われる場

合は、迅速な特別指導監査及び監査を実施するなど機動的に対応する。 
 

２ 重点事項 

（１）社会福祉法人 
重点事項 着眼点 

理事会等運営 理事会及び評議員会において、続けて欠席している理事又は

評議員がいないか。 
人事管理 「施設長等の重要な役割を担う職員」を定款又はその他の規

定等において明確に定めているか。 
会計管理 計算書類及び附属明細書が、適正に作成され、整合がとれてい

るか。 
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（２）社会福祉施設・サービス事業所 
重点事項 着眼点 

人員基準 職員・従業者の員数は条例で定める基準等を満たしているか。 
報酬基準 法令に基づく報酬、給付等の請求を適正に行っているか。 
運営基準 以下の項目において、適正な運営を行っているか。 
 事故防止・ 

安全計画等 
研修実施、委員会開催など事故防止に最善の注意を払うととも

に、事故が発生した場合の体制を整備し、原因分析や再発防止

策の検討を行っているか。関係機関に速やかに事故報告を行っ

ているか。〔保育〕安全計画に基づく対応を行っているか。 
 虐待防止・ 

身体拘束廃

止 

研修実施、委員会開催など虐待防止・身体拘束廃止に向けた具

体的かつ効果的な取組を行っているか。利用者の意思・人格を

尊重したサービス提供に努めているか。 
 非常災害対

策等 
〔保育〕非常災害に備えるため、毎月、避難及び消火訓練を実

施し、記録しているか。 
〔介護・障害〕非常災害発生等に備えた業務継続計画を策定し、

当該計画に基づく対応を適切に行っているか。 
 感染症対策 感染症及び食中毒の予防、まん延の防止のための取組みを適切

に行っているか。 
 業務管理体

制整備 
新規参入事業者の届出や既届出事業者の届出事項変更に伴う

変更届を適正な機関に遅滞なく行っているか。 
 
３ 一般指導監査・指導（定期実地指導） 対象・実施時期・結果の公表 
令和７年５月～令和８年３月に、次の事業者を対象に一般指導監査及び指導

（実地指導）を実施する。なお、当該年度に実施する保育施設等に対する指導監

査（実地指導）については、より適切な施設・事業所運営を促すことを目的に、

翌年度当初に施設ごとの指摘事項や改善状況等を市ホームページに掲載する。 
（令和６年１０月１日時点） 

種別 総数 対象数 実施周期（原則） 

社会福祉法人 ２０ ６ ３年に１回 

社会福祉施設・ 

サービス事業所 

老人福祉施設 

介護保険サービス 

６６０ 

 

１４９ ３〜６年に１回 

障害者支援施設 

障害福祉サービス 

４４４ １０５ ３〜６年に１回 

児童福祉施設※ 

保育サービス※ 

１９３ １０５ １～６年に１回 

※児童福祉施設に公立保育所３施設・保育サービスに幼保無償化対象１１サービス含む。

以上 
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令和６年度 越谷市社会福祉施設等指導監査実施実績 

 

１ 集団指導 

 集団指導は、介護給付等(介護)、自立支援給付等(障がい)、施設型給付等(保育)の対象施

設・事業所に対し、正確な情報伝達・共有による不正等の行為の未然防止を目的として、年

１回、講習等の形式で実施しております。 

 令和６年度は、以下のように実施しました。 

○実施方法 

種別 方法 

介護保険サービス 
市ホームページ掲載資料の閲覧 

障害福祉サービス 

保育施設等 
市ホームページ掲載資料の閲覧 

集合形式 

 

○参加数 

種別 対象数 参加数 参加率 

介護保険サービス 442 413 93％ 

障害福祉サービス(障害者) 270 246 91％ 

障害福祉サービス(障害児) 148 138 93％ 

保育施設等 178 162 91％ 

 

 

２ 一般指導監査・指導(定期実地指導) 

 施設や各種サービス事業者の運営状況を確認し、適正な事業運営及び施設運営を図るとと

もに、各種サービス等の質の確保及び給付費請求の適正化を図ることを目的に実施しており

ます。また、当該指導監査に合わせ、市が権限を有する事業者に対する、業務管理体制検査、

市が所轄庁となる社会福祉法人の法人運営に対する指導監査を実施しております。 

 令和６年度は、以下のとおり実施しました。 

○実施件数 

種別 予定 実績 実施率 

社会福祉法人 8 8 100％ 

介護保険サービス 146 146 100％ 

障害福祉サービス(障害者) 70 64 91％ 

障害福祉サービス(障害児) 66 60 90％ 

保育施設等 104 104 100％ 
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○指摘件数 

種別 文書指摘 口頭指摘 指摘なし 

社会福祉法人 4 28 1 

介護保険サービス 29 213 40 

障害福祉サービス(障害者) 14 118 9 

障害福祉サービス(障害児) 5 126 4 

保育施設等 4 92 45 

※指摘事項は、指導内容の軽重により文書指摘・口頭指摘にランク分けしています。 

 文書指摘・・・改善のための必要な措置をとるべき事項 

 口頭指摘・・・違反の程度が軽微である事項又は指導を行わずとも改善が見込まれる事項 

 

３ 特別指導監査・監査 

 「一般指導監査・指導(定期実地指導)」に対し、運営に不正又は著しい不当があったこと

を疑うに足る理由があるときなどは「特別指導監査・監査」を実施しております。なお、監

査ではその報告等が虚偽である場合においては、サービスの指定取り消しや罰金などの強い

罰則規定がある点において、指導とは大きく異なります。 

 令和６年度は、以下のとおり実施しました(一部継続して実施中)。なお、サービス数で計

上しております。 

○違反・不正の疑い件数 

種別 人員基準 運営基準 
虐待・人格 

尊重義務 
不正請求 

不正の手段

による指定 

介 護 5 1 15 4 0 

障 害 4 0 0 1 1 

障害児 5 0 0 8 0 

保 育 0 0 0 3 0 

 

○結果件数 

種別 処分 改善指導 指導なし 継続中 

介 護 0 11 4 10 

障 害 2 2 1 1 

障害児 2 4 1 8 

保 育 0 0 0 3 
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実 施 通 知
・

・

▼

準 備
・

・

▼

資 料 提 出
・

▼

実 地 指 導
当 日

・

・

・

・

▼

結 果 通 知
・

▼

改 善 報 告

・

・

改善の報告を要する指摘事項があった場合は、通知に記載の期日までに

改善状況をまとめ、改善報告書を提出してください。

報告書により改善が確認ができたら、実地指導は完了となります。

実地指導の流れ

原則として職員２～４名で訪問します。

運営全般、人員体制、利用者処遇、報酬請求等について説明が可能な、

管理者等１名以上のご対応をお願いします。

必要に応じて他の従業者、場合によっては利用者に聞き取りを行うこと

があります。

事業所内の巡視及び資料等の確認が済みましたら、最後に講評を行い終

了となります。

指摘事項の有無にかかわらず、実施日から２か月程度で結果を文書で通

知します。

実施日の１～２か月前までに事業所宛に実施通知を送付します。

事前提出資料・当日準備資料について記載しています。

実地指導点検表を作成してください。(越谷市ＨＰに掲載)

事前提出資料・当日準備資料の確認・整理を行ってください。

実地指導点検表を含む事前提出資料を実施日の２週間前まで(実施通知に

期日を記載)に市に提出してください。
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届出しないと介護報酬が算定できなくなる加算等

サービス種別 届出期限 届出がない場合 備考

訪問介護

（介護予防）訪問入浴介護

（介護予防）訪問看護

（介護予防）訪問リハビリテーション

（介護予防）福祉用具

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

総合事業（訪問型サービス）

（介護予防）短期入所生活介護

（介護予防）短期入所療養介護

特定施設入居者生活介護（短期利用型のみ）

（介護予防）小規模多機能型居宅介護

（介護予防）認知症対応型共同生活介護（短期利用型のみ）

地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用型のみ）

複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）

以下のサービスを除く全てのサービス

（介護予防）訪問看護

（介護予防）訪問リハビリテーション

（介護予防）居宅療養管理指導

（介護予防）福祉用具貸与

居宅介護支援

介護予防支援

届出期限後の提出について

サービス 提出期限

・訪問・通所サービス 毎月15日以前に届出⇒翌月から

・福祉用具貸与 ※16日以後に届出された場合は翌々月からの算定となります。

・居宅介護支援

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・地域密着型通所介護

・認知症対応型通所介護

・小規模多機能型居宅介護

・複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）

・短期入所サービス 届出が受理された日の翌月から算定

・認知症対応型共同生活介護 （月の初日の場合はその月から算定）

・特定施設入居者生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設

・介護老人福祉施設

・介護老人保健施設

「2：基準型」の場合は届出が必要

体制等の名称

その他該当する体制等 業務継続計画策定の有無 令和7年4月15日（火）
「1：減算型」とみなす
※業務継続計画未策定減算となります

その他該当する体制等 身体拘束廃止取組の有無 令和7年4月15日（火）
「1：減算型」とみなす
※身体拘束未策定減算となります

「2：基準型」の場合は届出が必要

その他該当する体制等

介護職員等処遇改善加算Ⅴ（1）～
（14）
※加算Ⅴ（1）～（14）を算定して
いる場合のみ

令和7年4月15日（火） 「1：なし」とみなす
「1：なし」以外の場合は改めて届出が必要
詳細は、越谷市ホームページ「介護職員等処遇改善
加算の計画書・変更届等について」を参照

介護職員等処遇改善加算Ⅰ～Ⅳ 令和7年4月15日（火）
詳細は、越谷市ホームページ「介護職員等処遇改善
加算の計画書・変更届等について」を参照
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（生活保護法に基づく一般指導） 

 

生活保護法による指定介護機関のみなさまへ 

 
生活保護法による介護扶助の実施にあたっては、生活保護制度の趣旨を十分ご理解いた

だくとともに、以下の点に留意の上、介護サービスの提供等に努めていただきますようお

願いいたします。また、「指定介護機関のしおり」及び「指定後の届出事項」を併せてご確

認ください。 

 

（１） 介護券 

 介護券は、指定介護機関に対しケアプランまたは施設入所契約書に基づき発行します。

介護券は１ヶ月単位で発行され、券面には有効期間や生活保護受給者の氏名、受給者番

号等が記載されているものです。介護報酬の請求時には、介護券に記載されている情報

が必要となりますので、介護券を受領してから、国保連に介護報酬を請求してください。

なお、介護券については請求完了後５年間保管してください。 

 

※介護券に記載されている「公費負担者番号」「本人支払額」「受給者番号」の転記誤りが

多くなっています。介護給付費明細書には、介護券に記載された番号を毎月確認のうえ、

転記するようにお願いいたします。 

 転記誤りをしても、いずれも返戻となることはありませんが、公費負担者番号を誤った

場合、越谷市以外の福祉事務所が介護扶助費を負担することとなるため過誤申立が必要に

なります。また、本人支払額を誤って請求した場合も過誤申立が必要となります。受給者

番号については、基本的に月毎に変更することはありませんが、世帯状況の変動により受

給者番号が変わることがあります。受給者番号を誤った場合、確認作業に支障をきたすた

め、誤りのないようご協力をお願いします。 

 

（２） 本人支払額 

生活保護受給者に一定程度の収入があるために、介護費用の一部を受給者本人が支払

う場合があります。このような場合には、その金額が「本人支払額」として介護券に記

入されていますので、その金額を生活保護受給者本人から徴収してください。なお、国

保連に提出する介護給付費明細書については、「公費分本人負担」の欄に金額を記載し、

その金額を差し引いた額を公費請求額として記載してください。   
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（３）施設等で金銭管理を行う場合の留意事項（令和６年度より追加） 

 金銭及び貴重品（通帳及び印鑑等）を施設にて管理する場合には、生活保護受給者の

方及び親族等と金銭等管理について、管理方法の説明及び書面等による契約を適切に行

うようにしてください。 

また、生活保護受給者の方は、少なくとも年に１度、資産申告書と収入申告書の提出

が義務となっています。その際、通帳履歴の写し（直近１年分）の添付と所持金の記入

が必要となりますので、通帳はこまめに記帳していただき、現金は出納簿などによる収

支管理を徹底してください。 

併せて、将来的なことを想定した貯蓄（退去費用の精算や葬祭費用等）を月々行って

いただけるような、収支管理にも御理解、御協力の程、よろしくお願いいたします。 

 

越谷市生活福祉課 介護事務担当 

TEL：０４８－９６３－９１６２ 
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指定介護機関のしおり 

 
 
 
 
 
 
 
 

令和７年４月 
越谷市福祉事務所 
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１ 生活保護制度について 
 
（１） 生活保護法 
  生活保護法は、憲法第２５条の理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対

し困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自

立を助長することを目的として制定された制度です。 
 
（２） 介護扶助 

① 介護扶助の給付範囲 
   介護扶助の給付範囲については、介護保険法に定められた給付内容と同一の内容と

なります。 
② 介護扶助の対象者 

生活保護受給者のうち、要介護（要支援）の認定を受けた者、または基本チェック

リストにより事業対象者となった者が介護扶助の対象者となります。対象者の区分と

費用割合は以下のとおりです。 
区分 対象者 費用負担の割合  

第１号被保険者 市町村の区域内に住所を有する65歳以上

の者 

介護保険給付（９

割） 

介護扶助

（１割） 

第２号被保険者 市町村の区域内に住所を有する40歳以上

65歳未満の、医療保険（社会保険）加入者

で、特定16疾病により介護を要する状態に

ある者 

介護保険給付（９

割） 

介護扶助

（１割） 

被保険者以外の

者（被保険者番号

がHで始まる者） 

市町村の区域内に住所を有する40歳以上

65歳未満の、医療保険未加入者で、特定

16疾病により介護を要する状態にある者 

介護扶助（１０割） 

※介護保険給付なし 

③ 介護扶助の方法 
 介護扶助の給付は、原則として現物給付で行われます。指定介護機関は福祉事務所

から届く「介護券」に記載された情報をもとに、介護保険給付・介護扶助費の両方を

あわせて、国民健康保険団体連合会（国保連）に対して請求することになります。 
④ 福祉用具購入・住宅改修 

   福祉用具購入及び住宅改修については、介護保険法の例により支給限度額の範囲内

で、必要最小限度の額を給付します。原則として、生活保護受給者からの申請に基づ

き、生活保護受給者に対して金銭給付することとされています。 
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２ 指定介護機関の遵守事項 
 指定介護機関は、以下の事項を守っていただくことになります。 
 
（１） 介護担当義務 

① 指定介護機関は懇切丁寧に生活保護受給者への介護を担当しなければなりません。 
② 「生活保護法第５４条の２第５項において準用する同法第５２条第２項の規定に

よる介護の方針及び介護の報酬」の定めに従わなければなりません。 
 

◎「生活保護法第５４条の２第５項において準用する同法第５２条第２項の規定による介

護の方針及び介護の報酬」の内容について（要約） 
・特別な居室の提供を行わない。 

→生活保護受給者の場合、基本的には多床室を利用することになります。個室の利用に

際しては認められない場合がありますので、生活保護受給者を担当するケースワーカ

ーにご相談ください。 
・基準費用額を超える居住費（滞在費）・食費の提供を行わない。 

→居住費（滞在費）・食費については、生活保護受給者は基準費用額を超える居住費（滞

在費）・食費の提供を受けることはできません。また、基準費用額を超える分について、

利用者に自己負担させることもできません。 
 
（２） 指導等に従う義務 

① 指定介護機関は生活保護受給者の介護について、越谷市長の行う指導に従わなけれ

ばなりません。 
② 指定介護機関に対して実施される個別指導を受けなければなりません。 
③ 指定介護機関は、介護サービスの内容及び介護報酬の適否について越谷市長から報

告を求められた場合には、報告命令に従わなければなりません。 
 

（３） 届出の義務 
  指定介護機関は、届け出ている事項に変更等があった場合には、速やかに越谷市長あ

てに届出を行う必要があります。届出が必要な場合は別紙をご参照ください。 
 
（４） その他 

① 他法優先 
   介護保険の被保険者である生活保護受給者の場合は、介護保険及び介護扶助が障害

者施策に優先しますが、被保険者でない生活保護受給者（被保険者番号が H で始まる

者）については、障害者施策が介護保険及び介護扶助に優先します。 
   この場合には障害者施策で賄いきれない分が介護扶助として利用できます。 
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② ケアプランの写しの越谷市福祉事務所への提出 
   介護券を発行する際に必要な書類となりますので、プランを作成した場合は越谷市

福祉事務所へ写しの提出をお願いします。 
③ プライバシーの保護について 

越谷市福祉事務所では、居宅介護支援事業者（介護予防支援事業者）の方へ生活保

護受給者に関する情報提供を行うにあたり、あらかじめ本人から同意書を徴収するな

どして慎重な対応を図っています。被保護者のプライバシー保護について十分な配慮

をお願いします。 
 
３ 指定介護機関に対する指導及び検査 
 
（１） 指定介護機関に対する指導 

① 目的 
   指定介護機関に対する指導は、生活保護受給者に対する援助の向上と自立助長に資

するため、法による介護の給付が適正に行われるよう、制度の趣旨、介護扶助に関す

る事務取扱等の周知徹底を図ることを目的としています。 
② 対象 

   すべての指定介護機関 
③ 内容及び方法 

ア 一般指導 
    法に基づく命令・告示及び通知に定める事項について、その周知徹底を図るため、

講習会・懇談・広報・文書等の方法により行います。 
イ 個別指導 

    本市職員により、生活保護受給者の介護給付に関する事務及び給付状況等につい

て介護記録その他の帳簿等を閲覧し、懇談指導を行います。なお、個別指導を行っ

たうえ、特に必要があると認められるときは、生活保護受給者についてその介護サ

ービスの受給状況等を調査することができるものとなっています。 
 
（２） 指定介護機関に対する検査 

① 目的 
   指定介護機関に対する検査は、生活保護受給者に係る介護サービスの内容及び介護

報酬請求の適否を調査して介護の方針を徹底し、介護扶助の適正実施を図ることを目

的としています。 
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② 対象 
   個別指導の結果、検査を行う必要があると認められる指定介護機関および個別指導

を受けることを拒否する指定介護機関。ただし、上記以外の指定介護機関であって、

介護サービスの内容または介護報酬請求に不正または不当があると疑うに足りる理由

があって、直ちに検査を行う必要がある場合も対象になります。 
③ 内容及び方法 
 生活保護受給者に係る介護サービスの内容及び介護報酬請求の適否について、介護

給付費公費受給者別一覧表と、介護記録その他の帳簿書類の突合、設備等の調査によ

り実地にて行います。 
 

４ 介護報酬の請求手続き 
越谷市福祉事務所から送付される介護券に記載されている事項を、介護報酬請求明細書

に転記し、国民健康保険団体連合会（国保連）へ請求してください。 
 

（１） 居宅介護支援費・介護予防支援費・介護予防ケアマネジメント費の請求 
  居宅介護支援費・介護予防支援費・介護予防ケアマネジメント費については、介護保

険の被保険者である場合は、全額が介護保険から給付されます。 
一方、介護保険の被保険者以外の者（被保険者番号が H で始まる者）の場合には、全

額が介護扶助で支払われます。この場合には、越谷市福祉事務所に対し、「介護券」の発

行を請求してください。 
 

（２） 上記以外の介護サービスの請求 
 サービス提供事業者、介護保険施設の介護報酬については、越谷市福祉事務所が発行

した「介護券」に記載された情報をもとに介護給付費明細書を作成し、国保連へ請求し

てください。 
 
（３） 介護券 

 介護券は、指定介護機関に対しケアプランまたは施設入所契約書に基づき発行します。

介護券は１ヶ月単位で発行され、券面には有効期間や生活保護受給者の氏名、受給者番

号等が記載されているものです。介護報酬の請求時には、介護券に記載されている情報

が必要となりますので、介護券を受領してから、国保連に介護報酬を請求してください。

なお、介護券については請求完了後５年間保管してください。 
 
※介護券に記載されている「受給者番号」「公費負担者番号」「保険者番号」の転記誤りが

多くなっています。介護給付費明細書には、介護券に記載された番号と、介護保険被保険

者証に記載された番号を毎月確認のうえ、転記するようにお願いいたします。 
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（４） 本人支払額 
生活保護受給者に一定程度の収入があるために、介護費用の一部を受給者本人が支払

う場合があります。このような場合には、その金額が「本人支払額」として介護券に記

入されていますので、その金額を生活保護受給者本人から徴収してください。なお、国

保連に提出する介護給付費明細書については、「公費分本人負担」の欄に金額を記載し、

その金額を差し引いた額を公費請求額として記載してください。 
  また、本人支払額については、介護保険の被保険者の場合は１５，０００円が上限と

なります。この金額を超えて介護券に本人支払額が記載されている場合（施設サービス

の場合）には、１５，０００円を超えた金額を、①食費②居住費（滞在費）の順番に充

当してください。 
 
（５） 食費・居住費（滞在費）の取扱い 
  食費・居住費（滞在費）については、生活保護受給者に対して基準費用額及び利用者

負担限度額を超える費用を請求することはできません。生活保護受給者が介護保険の被

保険者である場合には、下表の第１段階の負担額が適用されることになります。 
 
【自己負担の上限額】（１日あたり） 

利用者 
負担段階 

食費 居住費 

施設 
入所 

ショート 

ステイ 

ユニット型 従来型個室 多床室 

個室 多床室 
特養 

ショートステイ 
老健 

介護医療院等 
特養 

ショートステイ 
老健 

介護医療院等 

基準費用額 1,445 円 2,066 円 1,728 円 1,231 円 1,728 円 915 円 437 円 
第 1 段階 300 円 300 円 880 円 550 円 380 円 550 円 0 円 0 円 
第 2 段階 390 円 600 円 880 円 550 円 480 円 550 円 430 円 430 円 
第 3 段階① 650 円 1,000円 1,370 円 880 円 1,370 円 430 円 430 円 
第 3 段階② 1,360円 1,300円 1,370 円 880 円 1,370 円 430 円 430 円 
第 4 段階 軽減対象外（施設との契約額を支払うこととなります） 
                   
※生活保護受給者の場合、原則多床室の利用となります。個室の利用に際しては、事前に

福祉事務所との協議が必要となるため、利用前にご相談ください。 
 
※生活保護受給者が被保険者以外の者（被保険者番号が H から始まる者）である場合には、

基準費用額の範囲内で本人と契約した全額が適用されることとなります。 
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５ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律 
（１） 同法の趣旨 
 この制度は、先の大戦に起因して生じた混乱等により、本邦に引き揚げることができず、

引き続き本邦以外の地域に居住することを余儀なくされた中国残留邦人等及び特定配偶者

（以下、中国残留邦人等）を対象として実施されている制度です。 
 中国残留邦人等に対し、老齢基礎年金を満額支給してもなお生活の安定が十分図れない

場合に、その本人及び配偶者に給付金（支援給付）が支給される制度です。支援給付は生

活保護法に準じた取扱いをすることとなっています。 
 
（２）指定介護機関の指定等 
 中国残留邦人等に対し介護保険サービスを提供するにあたっては、同法による指定を受

ける必要がありますが、同法による指定については、生活保護法による指定を兼ねるもの

とされているため、事業者が別途申請等を行う必要はありません。 
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● 指定後の届出事項 

生活保護法に基づく指定介護機関の指定を受けた後、下記の「届出事項一覧」の事由が生じた場合は、事由が発

生した日から１０日以内に、指定申請と同様、越谷市役所生活福祉課へ届出をしてください。各種用紙は、越谷市公

式ホームページからダウンロードが可能です。（https://www.city.koshigaya.saitama.jp/）⇒「ページ番号

検索」に“8440”を入力して検索） 

    なお、届出については、生活福祉課への来所または郵送、および電子申請（https://apply.e-tumo.jp/city-

koshigaya-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=60803）で受付をしています。 

【 届出事項一覧 】 

届 出 を 要 す る 場 合 届出書類 

① 介護機関(主たる事務所)の名称(医療機関の規模変更含む)に変更があったとき 

変更届出書 

② 介護機関(事業を行う事業所)の名称(医療機関の規模変更含む)に変更があったとき 

③ 介護機関(主たる事務所)の所在地(住居表示、地番整理等による変更も含む)に変更があっ

たとき 

④ 介護機関(事業を行う事業所)の所在地(住居表示、地番整理等による変更も含む)に変更が

あったとき 

⑤ 介護機関の開設者の氏名、生年月日、住所及び職名又は名称に変更があったとき 

⑥ 介護機関の管理者の氏名、生年月日及び住所に変更があったとき 

※ 他市町村へ所在地変更の場合は、変更前の所在地を所管する福祉事務所に変更届出書を提

出する(指定する者が変更(知事⇔市長)となる場合は「廃止届出書」)。 

⑦ 介護機関を休止したとき 休止届出書 

⑧ 休止していた介護機関を再開したとき 再開届出書 

⑨ 介護機関の開設者を変更(交代、個人⇔法人等)したとき 

(吸収、対等合併による法人の消滅を含む。また、有限会社⇔株式会社の場合で単なる組織変

更の場合は、法人格が同一のため廃止届出書は不要だが、名称変更であるため変更届出書

が必要。) 

廃止届出書 

⑩ 介護機関の開設者(個人)が死亡したとき又は失踪宣告を受けたとき 

⑪ 介護機関を廃止したとき 

⑫ 指定されているサービスの一部を廃止したとき 

(この場合、廃止の理由欄に廃止するサービスの種類を併せて記載) 

⑬ 介護機関の移転により、介護保険事業所番号に変更があったとき 

(医療機関(訪問看護ステーションも含む)の移転に伴う介護保険事業所番号の変更の際も、

指定介護機関の廃止届出書の提出が必要) 

⑭ 介護機関の移転により、指定する者(知事・市長)に変更があったとき （例：埼玉県⇔越谷市） 

⑮ 生活保護法施行規則第 14 条第 3 項に規定する処分を受けたとき 処分届出書 

⑯ 生活保護法による指定を辞退しようとするとき （30 日以上の予告期間が必要） 辞退届出書 
 
※ 指定の更新について 

介護保険法では６年ごとに更新申請が必要となりますが、生活保護法においては、更新制度はありません。このた

め、介護保険法に基づく更新がなされなかった場合には生活保護法において指定基準を満たさないことになるので、

辞退届又は廃止届を提出していただくこととなります。 
 

【問合わせ先】 〒343-8501 越谷市越ヶ谷 4-2-1 

                                              越谷市役所 生活福祉課 

                                              電話 048-963-9162 
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消防局予防課 

令和７年度(2025 年度)集団指導資料 

社会福祉施設等における火災予防対策について 
                     

１ 社会福祉施設で発生した過去の火災 

発生日 場所 用途 発生時刻 消防覚知 人的被害 

H20.6.2 神奈川県綾瀬市 知的障害者施設 2:28 頃 2:33 
死 者 3 名 

負傷者 1 名 

H20.11.13 宮城県仙台市 老人福祉施設 1:20 頃 1:24 負傷者 33 名 

H20.12.26 福島県いわき市 小規模多機能施設 22:04 頃 22:09 
死 者 2 名 

負傷者 3 名 

H21.3.19 群馬県渋川市 有料老人ホーム 22:45 頃 22:55 
死 者 10 名 

負傷者 1 名 

H21.4.7 新潟県糸魚川市 ケアハウス 3:20 頃 3:23 
死 者 1 名 

負傷者 3 名 

H22.3.13 北海道札幌市 
認知症高齢者 

グループホーム 
不明 2:25 

死 者 7 名 

負傷者 2 名 

H25.2.8 長崎県長崎市 
認知症高齢者 

グループホーム 
不明 19:43 

死 者 5 名 

負傷者 7 名 

H29.3.12 愛媛県北宇和郡 障害者支援施設 0:55 頃 1:05 
死 者 3 名 

負傷者 2 名 

 

過去の事例では、人的被害の出ている火災の多くは、夜間に発生しています。夜間

は職員の数が少なく、自力避難困難者が多い社会福祉施設等では、防火安全体制や避

難体制が十分ではないため、被害が拡大しているケースが見られます。 

平成２７年には消防法令が改正され、社会福祉施設等の種類や規模により、スプリ

ンクラー設備、自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備の設置基準や、

自動火災報知設備と火災通報装置の連動が義務化されました。 

このように消防用設備の設置義務化に伴い機械的に火災発生を監視し、自動で消火

を行うことになりましたが、避難については、人の力に頼らざるを得ない状況です。

そのため、各事業所で防火安全体制を強化することが必要であり、昼夜を問わず、避

難誘導を迅速にできるようにすることが重要です。 

２ 出火防止対策 

 根本的な火災予防は出火させないことです。近年の越谷市における出火原因では、

こんろ、電気機器、たばこ及び放火が多くなっています。出火防止対策としては、次

のようなことが挙げられます。 
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 ⑴ 火気の管理 

ア こんろ上部及び周囲に可燃物を置かない。（ＩＨ（電磁調理器）でも同様） 

  （それぞれの製品に火災予防上安全な離隔距離が決められています。） 

イ ライター等の器具を管理する。 

ウ 喫煙場所を指定し、吸い殻は水に浸してから捨てるなど適切に処理する。 

⑵ 電気機器の管理 

ア 暖房器具等は可燃物から遠ざける。 

イ たこ足配線はせず、プラグ等は乾いた布等で定期的に清掃する。 

ウ 電気コードは家具等の下敷きにならないようにし、コードに折れ、よじれ、 

傷が生じないように注意する。 

エ コンセントや電源タップに許容電流以上の器具を接続しない。 

オ 電気機器等は日常的に点検し、異常を感じた機器等は使用しない。 

 ⑶ 放火防止対策 

ア 建物の外周部に燃えやすいものを置かない。 

イ ゴミは決められた場所、日時に出す。 

  ウ 物置や車庫など、出入りの少ない場所は施錠する。 

  エ 外灯を取付けるなど、建物周囲を明るくする。 

 

３ 延焼拡大の抑制対策（火炎及び煙を抑える） 

万が一出火してしまった際には延焼を拡大させないことが重要です。延焼を拡大さ

せない対策としては次のことが挙げられます。 

 

⑴ 戸は、常時容易に開閉できるように管理し、くさび等での固定や閉鎖障害とな

るような物品を置かない。 

⑵ 居室等に不必要な可燃物を大量に保管しない。 

⑶ 壁や天井などの内装材を不燃材料等にする。 

⑷ 施設内で使用するカーテン、じゅうたん等は、防炎性能を有する物品の使用が

義務付けられています。そのため、防炎である旨の表示が付いた物品でないと防

炎物品として認められません。 

    

⑸ 使用する寝具類等は防炎製品を使用する。（推奨） 

    

防炎規制の対象品（一部） 

カーテン、じゅうたん等の敷物、のれん、

目隠し布、装飾布、合成樹脂製のジョイン

トマットなど 
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４ 早期の発見及び初期消火 

 火災を早期に発見し、できる限り迅速かつ的確に初期消火を行うため、次の点に留

意して施設の体制を整えましょう。 

 

⑴ 消防用設備の日常の点検（該当設備が設置されている場合） 

 ア 消火器は決まった位置に置かれており、容易に持ち出せる状態になっている

か。また、消火器の標識が設置されているか。 

 イ 屋内消火栓設備やスプリンクラー設備の補助散水栓の扉の前に操作の支障

となる物品等はないか。また、ホースの延長に支障がないか。 

ウ スプリンクラー設備のヘッドの側方３０㎝、下方４５㎝の範囲に散水の妨げ

となるものはないか。また、ヘッドの外形に異常はないか。 

エ スプリンクラー設備の制御弁室及び消火ポンプ室の位置は把握しているか。

また、当該室が物置として利用されていないか。 

オ 自動火災報知設備の感知器の周囲に感知の妨げになるものはないか。また、

感知器が取り外されている等の異常はないか。 

カ 自動火災報知設備の受信機に異常の表示は出ていないか。また、警戒区域一

覧図が備えられているか。 

⑵ 職員の教育、体制 

ア 職員全員に施設にある消火器や他の消防用設備の使用方法を把握させるため、

訓練等を定期的に行う。 

イ 火災を確認しに行くときは消火器を必ず持っていく。 

ウ 火災を発見した場合は大声で火災であることを周囲に伝える。 

エ 火が天井に達してしまうと消火器での初期消火は困難なので、他の消火設備

に切り替えるか避難を優先する。 

 

５ 早期の通報 

火災を発見したら、直ちに消防機関へ通報をしてください。万が一初期消火に失敗

し、火災が拡大した場合は消防機関の消火活動、救助活動に頼らざるを得ません。通

報が遅くなればなるほど火災は拡大し、消防車が到着したときには手遅れという事態

にもなりかねません。通報に関しては次のことに留意しておきましょう。 

 

⑴ 消防機関へ通報する火災報知設備を有効に使用する。 

（消防法令で規定する社会福祉施設等は、自動火災報知設備の感知器の作動と連

動して起動させる必要があります。） 

⑵ 人員が足りない場合に備えて、携帯電話等を準備し、火災の際には携行して現

場確認を行う。 
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⑶ 通報する内容（住所、建物名称、目標となる建物、電話番号など）は、訓練等

を通じ覚えておくほか、電話機付近の見やすい箇所に掲げておく。 

 

※ 火災の通報があった場合は指令センターから次の内容を聞かれます。 
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６ 避難管理 

 初期消火ができず、避難が必要な場合は直ちに利用者の方の避難誘導をしてくださ

い。社会福祉施設では、通常の避難よりも多くの時間が掛かります。次のことに留意

して、日常の管理、職員の教育などの体制を整えましょう。 

 

⑴ 日常の管理 

ア 搬送・歩行の障害となる段差等はないか。 

イ 避難経路となる廊下や階段等に避難障害となるような物品はないか。 

ウ 発見した障害等を職員で共有する。 

⑵ 職員の教育、体制 

ア 第一優先は階段を使用しての避難であるが、いざという時に避難器具を有効 

に使用できるよう避難器具の設置位置、使用方法を把握しておく。 

イ 車イス等を利用する利用者の周囲に、常時、車イス等を配置しておく。 

ウ 火災時に近隣から駆け付ける協力者、従業員等を確保する。 

エ 自力避難困難者は避難階の避難口付近など容易に避難できる場所に配置す 

る。 

オ 自力避難困難者の居室を職員全員が把握する。 

カ 出火場所に近い者から避難誘導する。 

キ 平常時に避難口を施錠する場合は、屋内側から鍵を使わずに解錠できる構造

（サムターン錠等）又は自動火災報知設備と連動し解錠できる構造とする。 

 

７ 消防訓練 

 防火管理者の選任義務が生じる建物は、消防計画に基づいて消火及び避難の訓練を

年２回以上、通報訓練を年１回以上実施する義務があります。なお、実施前に管轄の

消防署へ指定の書類（自衛消防訓練通知書）で通知する必要があります。 

 また、防火管理者の選任義務がない建物は、消防法令における消防訓練の実施義務

はありませんが、定期的に実施することを推奨します。 

 消防訓練は、施設ごとに応じた実効性のある内容を検討して下さい。少数職員によ

る訓練、出火時間や出火箇所を変えての訓練など、実施して見えてきた課題を検討し、

問題を解消して日頃の防火安全体制を構築していきましょう。 

  

８ まとめ 

 防火管理は「自分のところは自分で守る」という自助努力が重要です。建物を使用

する人たちが協力し合い、一丸となって火災の発生を防ぐとともに、いざというとき

に適切な行動がとれるように日頃から体制を整えましょう。 
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お泊りデイサービスに係る消防法の規制について 
 

 

１ 社会福祉施設に必要な消防用設備等の概要 

 

※１ 入居者の介護状態等によっては６項ハに分類されるものもある 

※２ 利用者を入居又は宿泊させるものはすべて必要 

※３ 自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動するもの 

※４ ６項ロに分類されるものでも救護施設、障害児入所施設、障害者支援施設等で、

消防法施行規則で定める介助がなければ避難できない者を主として入所させる

もの以外のものは延べ面積２７５㎡以上で必要 

 

２ お泊りデイサービスについて 

 

デイサービスでも宿泊のサービスを行っている場合は、床面積に関係なく自動火災

報知設備の設置が必要になります。さらに、宿泊サービスが常態化している、又は、

宿泊サービス利用者の半数以上が要介護状態区分３以上、という条件を満たしている

場合、消防法上の用途は６項ロ⑴に該当することになります。６項ロ⑴は床面積に関

係なくスプリンクラー設備、消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備の設置が必

要になります。 

 

 また、防火管理者の選任義務においても、６項ロでは収容人員１０人以上、６項ハ

では収容人員３０人以上と、６項ロの規制が厳しくなっています。 

 

施設の種類 
消防法上の

用途分類 

必要な消防用設備等 

消火器 
自動火災 

報知設備 

消防機関へ 

通報する 

火災報知設備 

スプリンクラー 

設備 

通所施設 ６項ハ 

延べ面積 

１５０㎡以

上で必要 

延べ面積 

３００㎡以上 

で必要 

※２ 

延べ面積 

５００㎡以上 

で必要 

延べ面積 

６０００㎡以上 

で必要（平屋建て

を除く） 

入所施設 
６項ロ 

※１ 
すべて必要 すべて必要 

すべて必要 

※３ 
すべて必要 ※４ 
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住宅用火災警報器の設置及び維持管理について 

１ 概要 

住宅用火災警報器は、越谷市火災予防条例ですべての住宅に設置を義務付け

ています。火災から命を守るためにも、住宅用火災警報器を正しく設置し、適

切に維持管理することが重要です。 

本市消防局では、住宅用火災警報器の設置促進及び適正な維持管理にかかる

広報活動を継続して実施しているところですが、未だ設置されていない住宅も

存在し、設置の義務化から１０年以上が経過したことにより機器本体の劣化や

電池切れが報告されています。 

このことから、住宅用火災警報器について広く周知を図り、住宅火災の被害

を低減させることは、火災予防の重要な役割を担っています。 

住宅用火災警報器の設置率（消防庁報告の推計普及率） 

 越谷市 全国 埼玉県 

該当年月 設置率(％) 設置率(％) 設置率(％) 

令和２年７月 ８１．０ ８２．６ ７８．１ 

令和３年６月 ８３．０ ８３．１ ７９．７ 

令和４年６月 ８３．０ ８４．０ ７９．４ 

令和５年６月 ８１．０ ８４．３ ８０．６ 

令和６年６月 ８０．０ ８４．５ ８２．１ 

 

２ 越谷市で発生した奏功事例 

【事例１】  

家人が入浴中に住宅用火災警報器が鳴動したため確認したところ、ストーブ

付近から火が上がっているのを発見、すぐに濡れたタオルで消火することがで

きた。 

【事例２】  

隣の家で住宅用火災警報器が鳴動していることに隣人が気付き、すぐに１１９

番通報し、被害が最小限で済んだ。 

【事例３】  

家人が就寝中に住宅用火災警報器の鳴動音で目が覚め確認したところ、隣の部

屋から煙が出ていたため、すぐに１１９番通報し、部屋の一部が燃えただけで済

んだ。 
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３ 住宅火災件数の推移 

（住宅火災・・・専用住宅、共同住宅及び店舗併用住宅で発生した火災） 

 

 

４ 過去の住宅火災による死者数に係る住宅用火災警報器の設置状況 

昨年は、高齢者の方が犠牲となる住宅火災が多く発生しました。火災に至る

原因は様々ですが、すべてのお宅で住宅用火災警報器が設置されていない状況

でした。 
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H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

火災件数

建物火災

住宅火災

逃げ遅れ 自損 不明 有 無 有 無

2 1

4 2

2

4 1 1

1

4 1

1

1 2

※１件に対し、複数の死者あり

6

1
令和5年

（2023年）
1 1 1

0

2※ 3
令和4年

（2022年）
5 4 1 3

2
令和元年

（2019年）

54

1

1 1※1

1

2

66
令和3年

（2021年）

3
平成27年

（2015年）

平成30年
（2018年）

1

0
平成29年

（2017年）

平成28年
（2016年）

1 2 1 1※ 1

0
令和2年

（2020年）

6

3

6

0

41 5 4

1 2
令和6年

（2024年）
3 3 3

過去の住宅火災での死者数に係る住宅用火災警報器の設置状況

住宅火災

高齢者死者数

(65歳以上)

死者発生
住宅火災
件数

住宅火災死者数
逃げ遅れ死者の
住警器設置件数

住警器
設置件数（件）

78



５ 住宅用火災警報器の設置場所及び取り付ける際の注意点 

【設置場所】 

 

 

※台所には条例上設置義務はありませんが、台所にも設置することを推奨しています。 

 

【取り付ける際の注意点】 
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 ６ 感知器の種類 

感知器の種類は、煙感知器と熱感知器があり、越谷市火災予防条例において、

設置義務が生じる場所には煙感知器を設置しなければなりませんが、自主的に

台所に設置する場合には、熱感知器をお勧めします。また、振動と文字で火災

を知らせるものや、光で知らせるものなど、さまざまな種類があります。更に、

近年は住宅用火災警報器と連動して屋外に警報を発する装置等の機器もあり

ます。 

 

 ７ 維持管理について 

すでに住宅用火災警報器が設置されている住宅は、維持管理が重要です。電

池が切れたときは、短い音が一定の間隔で鳴動するものや「電池切れです。」

と音声で知らせるものなどがあります。 
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社会福祉施設等に関連する消防法の用途分類 （消防法施行令別表第 1 を一部抜粋） 

越谷市消防局 

６項 

イ 医療に関係する施設であるため、詳細は省略する。 

ロ 

（１） 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム（介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第七条第一項に規

定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者（以下「避難が困難な要介護者」という。）を

主として入居させるものに限る。）、有料老人ホーム（避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。）、介護老人保健施設、老人福

祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居

宅介護事業を行う施設（避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。）、同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助

事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの 

（２） 救護施設 

（３） 乳児院 

（４） 障害児入所施設 

（５） 障害者支援施設（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第四条第一項に規定

する障害者又は同条第二項に規定する障害児で当って、同条第四項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令

で定める区分に該当する者（以下「避難が困難な障害者等」という。）を主として入所させるものに限る。）又は同法第五条第八項に規定する短

期入所若しくは同条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設（避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ（５）において

「短期入所等施設」という。） 

ハ 

（１） 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム（ロ（１）に掲げるものを除く。）、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム（ロ

（１）に掲げるものを除く。）、老人福祉法第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能

型居宅介護事業を行う施設（ロ（１）に掲げるものを除く。）その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの 

（２） 更生施設 

（３） 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法（昭和二十二年法律

第百六十四号）第六条の三第七項に規定する一時預かり事業又は同条第九項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するも

のとして総務省令で定めるもの 

（４） 児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援若しくは同条第四項に

規定する放課後等デイサービスを行う施設（児童発達支援センターを除く。） 

（５） 身体障害者福祉センター、障害者支援施設（ロ（５）に掲げるものを除く。）、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所、同条第十二項に規定する自

立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援若しくは同条第十五項に規定する共同生活援助を行

う施設（短期入所等施設を除く。） 

ニ 幼稚園又は特別支援学校 

15 項 前各項に該当しない事業場 

１６項 イ 
複合用途防火対象物のうち、その一部が１項から４項まで、５項イ、６項又は９項イに掲げる防火対象物の用途に供されている

もの 

１６項 ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 

※ 集団指導に関連しない事業の用途記載は省略しています。 

 

【留意事項】 

消防法令における用途の判定は建物で判断され、その結果に応じて規制が異なってきます。 

また、１の建物で事業が複合する場合は、１６項イまたは１６項ロになりますが、管理権原や利用形態によっては

主たる用途に従属され、複合用途とならない場合があります。 

建物用途の例） 養護老人ホーム → ６項ロ⑴ 

障害者支援施設 → ６項ロ⑸ 

保育所 → ６項ハ⑶ 

事務所 → １５項 

養護老人ホーム＋老人デイサービス → ６項ロ⑴＋６項ハ⑴＝１６項イ 

保育所＋共同住宅 → ６項ハ⑶＋５項ロ＝１６項イ 

事務所＋共同住宅 → １５項＋５項ロ＝１６項ロ 
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